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令和３年４月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和３年４月２３日（金） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議事件 

議案第１号 博物館の登録等に関する規則の一部改正について･･･････１ 

議案第２号 新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に 

関する規則の一部改正について･････････････････････１０ 

議案第３号 令和４年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する 

      基本方針について･････････････････････････････････２８ 

議案第４号 令和４年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する 

基本方針について･････････････････････････････････２９ 

議案第５号 令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用 

教科用図書採択に関する基本方針について･･･････････３０ 

議案第６号 令和４年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用 

教科用図書採択に関する基本方針について･･･････････３１ 

議案第７号 令和４年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に 

関する基本方針について･･･････････････････････････３２ 

議案第８号 令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用 

教科用図書採択に関する基本方針について･･･････････３３ 

議案第９号 教職員の人事措置について･････････････････････当日配布 

 

第３ 報告 

・新潟市教育委員会告示の一部改正について･･･････････････････････１ 

・令和４年度新潟市立学校教員採用選考検査の概要について･･･当日配布 

 

第４ 次回日程 

  ５月定例会 令和 ３年 ５月２８日（金）午後３時３０分 

 

第５ 閉会 
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付議事件 
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議案第１号  

博物館の登録等に関する規則の一部改正について  

博物館の登録等に関する規則の一部改正について，次のとおりとしたいため議決を求める。  

令和３年４月２３日提出 

新潟市教育委員会  

教育長 井崎 規之  

 

博物館の登録等に関する規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

国の行政手続きにおける押印の見直しの取組みを踏まえ、博物館の登録等に関する

申請様式の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

 別記様式第２号，第３号及び第４号を改める。 

 

３ 施行期日 

令和３年５月１日 

付議　1



 

 博物館の登録等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和３年４月  日 

新潟市教育委員会  

                    教育長        

新潟市教育委員会規則第  号  

   博物館の登録等に関する規則の一部を改正する規則  

 博物館の登録等に関する規則（平成２７年新潟市教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議　2



 

第３条第１項中「別記様式第２号」を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議　3



 

 第５条第１項中「別記様式第３号」を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議　4



 

第６条第１項中「別記様式第４号」を次のように改める。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条第１項中「別記様式第７号」を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

付議　5



 

   附 則  

この規則は，令和３年５月１日から施行する。 

                               

付議　6
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付議　7



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

付議　8



 

 
 

 

 
                              

 

 

付議　9



 

議案第２号  

新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に関する規則の 

一部改正について 

新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に関する規則の一部改正について，

次のとおりとしたいため議決を求める。  

令和３年４月２３日提出 

新潟市教育委員会  

教育長 井崎 規之  

 

 新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に関する規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

国の行政手続きにおける押印の見直しの取組みを踏まえ、新潟市文化財センター考古 

資料の寄託，借用及び貸出に関する申請様式の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

別記様式第１号，第３号，第４号，第７号，第８号，第１０号及び第１２号を改める。  

 

３ 施行期日 

令和３年５月１日 

付議　10



 

 新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。  

  令和３年４月  日 

新潟市教育委員会  

                    教育長        

新潟市教育委員会規則第  号  

   新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に関する規則の一部を改正す

る規則  

 新潟市文化財センター考古資料の寄託，借用及び貸出に関する規則（平成２３年教育委

員会規則第１７号）の一部を次のように改正する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議　11



 

第３条中「別記様式第１号」を次のように改める。  

 

 

付議　12



 

 第４条中「別記様式第３号」を次のように改める。  

 

 

 

 

付議　13

っては



 

第５条中「別記様式第４号」を次のように改める。  

 

  

 

 

付議　14



 

第７条中「別記様式第７号」を次のように改める。  

 

 

 

付議　15



 

第８条中「別記様式第８号」を次のように改める。  

 

 

 

 

付議　16



 

第１５条中「別記様式第１０号」を次のように改める。  

 

    

付議　17



 

第１９条中「別記様式第１２号」を次のように改める。  

 
 

付議　18



 

附 則  

この規則は，令和３年５月１日から施行する。 

                               

付議　19
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付議　26



議案第３号 

令和４年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

令和４年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針を，次のとおりとし

たいため議決を求める。 

令和３年４月２３日提出 

                           新潟市教育委員会 

                           教育長 井崎 規之 

 

令和４年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

 

１ 小学校用教科用図書は，令和３年度と同一の教科用図書を採択する。 

付議　27



議案第４号 

令和４年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

令和４年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針を，次のとおりとし

たいため議決を求める。 

令和３年４月２３日提出 

                           新潟市教育委員会 

                           教育長 井崎 規之 

 

令和４年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

 

１ 中学校用教科用図書の社会（歴史分野）の採択を行う。 

 

２ 図書の採択に関しては，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律，関係

法令及び通知に基づいて厳正に行う。 

 

３ 図書の採択には，学校経営や学習指導の任に当たる教職員の研究成果とその意見を参

考にする。 

 

４ 図書の採択は，教科用図書審議委員会の答申に基づき，新潟市教育委員会が決定する。 

 

５ 中学校用教科用図書の社会（歴史分野）以外は，令和３年度と同一の教科用図書を採

択する。 

付議　28



議案第５号 

令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する 

基本方針について 

令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する基本方針

を，次のとおりとしたいため議決を求める。 

令和３年４月２３日提出 

 

                           新潟市教育委員会 

                           教育長 井崎 規之 

                

令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する 

基本方針について 

 

１ 高志中等教育学校前期課程用教科用図書の社会（歴史分野）の採択を行う。 

 

２ 図書の採択に関しては，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律，関係

法令及び通知に基づいて厳正に行う。 

 

３ 図書の採択には，学校経営や学習指導の任に当たる教職員の研究成果とその意見を参

考にする。 

 

４ 図書の採択は，教科用図書審議委員会の答申に基づき，新潟市教育委員会が決定する。 

 

５ 高志中等教育学校前期課程用教科用図書の社会（歴史分野）以外は，令和３年度と同

一の教科用図書を採択する。 

付議　29



議案第６号 

令和４年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用教科用図書採択に関する 

基本方針について 

令和４年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用教科用図書採択に関する基本方

針を，次のとおりとしたいため議決を求める。 

令和３年４月２３日提出 

 

                           新潟市教育委員会 

                           教育長 井崎 規之 

 

令和４年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用教科用図書採択に関する 

基本方針について 

 

１ 一般図書（特別支援学校・学級用）の採択を行う。 

 

２ 図書の採択に関しては，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律，関係

法令及び通知に基づいて厳正に行う。 

 

３ 図書の採択には，学校経営や学習指導の任に当たる教職員の研究成果とその意見を参

考にする。 

 

４ 図書の採択は，教科用図書審議委員会の答申に基づき，新潟市教育委員会が決定する。 

付議　30



 

 

議案第７号 

令和４年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

令和４年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針を，次のとおりとしたい

ため議決を求める。 

令和３年４月２３日提出 

 

                             新潟市教育委員会 

                             教育長 井崎 規之 

 

令和４年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

 

１ 教科用図書の採択は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定によ

って，新潟市教育委員会が行うが，採択に当たっては，各学校がそれぞれの教育課程に即し，

教職員の意見や希望が反映されるようにする。 

 

２ 校長に，その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ，その結果を尊重して採

択する。 

（１） 自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。 

（２） 文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど，教科用図書の比較検討を組織的，計

画的に行うこと。 

（３） 選定のための委員会等を設ける場合は，人選や機構について慎重に考慮し，責任体制を

明確にすること。 

（４） 不当な宣伝や勧誘に左右されることなく，公正を確保すること。 

付議　31



 

 

議案第８号 

令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針 

について 

令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針を，次

のとおりとしたいため議決を求める。 

令和３年４月２３日提出 

 

                             新潟市教育委員会 

                             教育長 井崎 規之 

 

令和４年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針 

について 

 

１ 教科用図書の採択は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定によ

って，新潟市教育委員会が行うが，採択に当たっては，各学校がそれぞれの教育課程に即し，

教職員の意見や希望が反映されるようにする。 

 

２ 校長に，その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ，その結果を尊重して採

択する。 

（１） 自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。 

（２） 文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど，教科用図書の比較検討を組織的，計

画的に行うこと。 

（３） 選定のための委員会等を設ける場合は，人選や機構について慎重に考慮し，責任体制を

明確にすること。 

（４） 不当な宣伝や勧誘に左右されることなく，公正を確保すること。 

付議　32
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全

面
実
施

に
合

わ
せ
，
新

学
習

指
導

要
領
に
準

拠
し
た
教

科
用

図
書
を
採
択

し
た
。

　
そ
の

後
，
令

和
２
年

度
，
文

部
科

学
大

臣
の

検
定
を
経
て
新
た
に

発
行
さ
れ
た
社

会
（
歴

史
分

野
）
の

教
科

用
図

書
が
あ
る
た
め
，
該

当
す
る
教

科
領

域
の

教
科

用
図

書
を
調

査
研

究
し
，
教

科
用

図
書

審
議

委
員

会
の

答
申
に
基
づ
き
決

定
す
る
。

・
各

学
校

が
そ
れ
ぞ
れ

の
教

育
課

程
に
則
し
，
教

職
員

の
意

見
や

希
望
を
反

映
す
る
。

・
校

長
に
，
そ
の

学
校
に
適
す
る
教

科
用

図
書
を
選

定
さ
せ
，
そ
の

結
果
を
尊

重
し
て
採

択
す
る
。

基
本

方
針
等

→
７
月

教
育

委
員

会
定

例
会
で
選

定
・
採
択

第
1
4
条
　
義

務
教

育
諸

学
校
に
お
い
て
使

用
す
る
教

科
用

図
書
に
つ
い
て
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政

令
で
定
め
る
期
間

、
毎

年
度
、
種

目
ご
と
に
同

一
の

教
科

用
図

書
を
採

択
す
る
も
の

と
す
る
。

第
1
5
条
　
法

第
1
4
条

の
規

定
に
よ
り
種

目
ご
と
に
同

一
の

教
科

用
図

書
を
採

択
す
る
期

間
は
、
4
年

と
す
る
。

採
択
す
る

（
毎

年
採

択
）

→
８
月

教
育

委
員

会
定

例
会
で
選

定
・
採
択
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新潟市情報公開条例第６条第２号ただし書エ及びオの規定に基づく基準につい

て（平成１０年教育委員会告示第２号）改正案要綱 

  

  

１ 改正理由 

新潟市公文書管理条例の施行に伴い，新潟市附属機関設置条例及び新潟市情

報公開条例を一部改正し，従来の「新潟市情報公開制度運営審議会」を他審議

会と整理統合し，新たに「新潟市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会」

を設置するため所要の改正の行うもの。 

 

２ 改正案の概要  

  「新潟市情報公開制度運営審議会」を「新潟市情報公開・個人情報保護・公

文書管理審議会」に改める 

 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 

報告　1



 新
潟

市
情

報
公
開

条
例
第

６
条
第

２
号
た

だ
し
書

エ
及
び

オ
の
規

定
に
基

づ
く
基

準
に
つ

い
て
(
平
成

1
0年

教
育

委
員

会
告

示
第

２
号

)新
旧

対
照

表
 

改
正

後
（

案
）
 

現
行
 

備
考
 

○
新

潟
市

情
報

公
開

条
例

第
６
条

第
２

号
た

だ
し

書
エ

及
び
オ
の

規
定

に
基

づ
く

基
準

に
つ
い

て
 

○
新

潟
市

情
報

公
開

条
例

第
６
条

第
２

号
た

だ
し

書
エ

及
び
オ
の

規
定

に
基

づ
く

基
準

に
つ
い

て
 

 

平
成
1
0年

３
月

31
日

教
育

委
員
会

告
示
第

２
号
 

平
成
1
0年

３
月

31
日

教
育

委
員
会

告
示
第

２
号
 
 

新
潟

市
情

報
公

開
条

例
第

６
条
第

２
号

た
だ

し
書

エ
及

び
オ
の
規

定
に
基

づ
く

基
準

に
つ
い

て
 

新
潟

市
情

報
公

開
条

例
第

６
条
第

２
号

た
だ

し
書

エ
及

び
オ
の
規

定
に
基

づ
く

基
準

に
つ
い

て
 

 

新
潟

市
情

報
公

開
条

例
（

昭
和
6
1
年

新
潟

市
条

例
第
43
号

）
第

６
条

第
２

号
た

だ
し

書
エ

及
び

オ
の

規
定

に
基
づ

く
，

新
潟

市
教

育
委

員
会
が
あ

ら
か

じ
め

新
潟

市
情

報
公

開
・

個
人

情
報

保
護
・

公
文

書
管

理
審

議
会

の
意
見
を

聴
い

て
定

め
る

基
準

は
，

別
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
，
市

長
の
例

に
よ
る

。
 

新
潟

市
情

報
公

開
条

例
（

昭
和
6
1
年

新
潟

市
条

例
第
43
号

）
第

６
条

第
２

号
た

だ
し

書
エ

及
び

オ
の

規
定

に
基
づ

く
，

新
潟

市
教

育
委

員
会
が
あ

ら
か

じ
め

新
潟

市
情

報
公

開
制

度
運

営
審

議
会
の

意
見

を
聴

い
て

定
め

る
基
準
は

，
別

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，
市

長
の
例

に
よ
る

。
 

 

な
お

，
こ

の
告
示

は
，
平

成
1
0年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

な
お

，
こ

の
告
示

は
，
平

成
1
0年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
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1 

新潟市教育委員会告示第１号 

 

新潟市情報公開条例第６条第２号ただし書エ及びオの規定に基づく基準について（平成１０年

新潟市教育委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

なお，この告示は，告示の日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

   令和３年４月２日 

 

新潟市教育委員会 

教育長 井崎 規之 

 

本文中「新潟市情報公開制度運営審議会」を「新潟市情報公開・個人情報保護・公文書管理審

議会」に改める。 
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令和３年４月２３日 

４月定例会 資料１ 

保健給食課 
 

市立学校園の学級閉鎖等の状況について 

 

１ 実施した学校園 １７校 

※ 令和３年４月以降分 

 

２ 日別の実施校 

4/14（水）  １校 

4/15（木）  ４校 

4/16（金）  ４校 

4/17（土）  ５校 

4/18（日）  ７校 

4/19（月） １１校 

4/20（火） １０校 

4/21（水） １０校 

4/22（木）  ７校 

4/23（金）  ３校 

 



令和３年４月２３日
４月定例会　資料２
  保 健 給 食 課





令和３年４月２３日
４月定例会　資料３
  保 健 給 食 課








